
　市内には白山・戸頭・藤代・井野なないろの4カ所に
地域子育て支援センターがあります。センターでは、室
内の遊具や絵本などを自由に使って親子の触れ合いを
深めながら遊ぶことができます。また、子育てに関する
相談、情報提供が行われています。各センターの行事予
定は、「広報とりで」、市ホームページでご案内していま
す。

問合せ 子育て支援課

地域子育て支援センター

対象 0歳から就学前までのお子さんとその保護者、こ
れから出産を迎える方

実施施設
白山地域子育て支援センター（白山保育所内）���
73-2277

戸頭地域子育て支援センター（戸頭公民館隣）���
78-7223

藤代地域子育て支援センター（藤代庁舎内）���
83-8831

井野なないろ地域子育て支援センター�
（井野なないろ保育所隣）�� 85-2525
開設日時
　平日月曜日～金曜日の9：00～12：00、13：15～15：
15（午前のみ予約制。電話相談は随時受付）

地域子育て支援センター公式
LINEで支援情報などを配信中
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問合せ 子育て支援課

病児・病後児保育

病児保育 病気の回復期に至らないが、当面の症状の急変が認
められない場合の一時保育

病後児保育 病気の回復期にあって、集団生活が困難な場合の一
時保育

対象 市内在住、または保護者が市内在住の満1歳から
小学校6年生までのお子さん

実施施設
取手市医師会どんぐり保育園 
（病児保育・病後児保育）  70-2522
稲保育園（病後児保育）  85-3508
※ 事前の利用登録が必要です。利用方法、料金などは施設に
直接お問い合わせください。
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入所日 毎月1日

申込方法 入所希望月の前月10日まで（土・日曜日、祝日
の場合はその前日まで）に申し込み手続きを
行ってください。4月（年度始め）の入所は、「広
報とりで」やホームページでお知らせします。

　保護者が仕事や病気などで、家庭で保育できないと
き、毎日一定時間保護者にかわり保育します。市内に
は、公立5カ所、私立9カ所（事業所内保育施設1カ所含
む）の保育園と、認定こども園が11カ所（分園1カ所含
む）あります。
※保育所・園は88ページの「公共施設等一覧」に掲載

 問合せ 子育て支援課

保育所・園

　市内には、市立幼稚園が1カ所、私立幼稚園が2カ所
あります。市立幼稚園に入園できるのは市内に住んで
いる4・5歳児です。市立幼稚園の入園募集は毎年10月
に行います。詳細は「広報とりで」「市ホームページ」で
募集要項をお知らせします。私立幼稚園への入園を希
望する場合は、各幼稚園で直接手続きをお願いします。

 問合せ 学務課・子育て支援課

市立幼稚園・私立幼稚園

利用料 参加日数の実績に応じて利用料を決定
（申請で利用料の減額・免除制度有り）

その他 傷害保険代（年額900円、振込手数料含む）と、
毎月のおやつ代（希望者・1日100円）が必要と
なります。

開所時間
①月～金曜日
　平日：授業終了後～19：00
　学校休業日、長期休業期間：8：00～19：00
②土曜日（長期休業期間を含む）：7：30～19：00
※�土曜日は「取手東小学校」、「高井小学校」、「藤代小学校」の
各放課後子どもクラブで児童を集約して開所します。（就
労世帯の児童のみ利用可能、別途届け出が必要）

入所手続き
　子どもクラブへの入所申し込みは、毎月10日（10日
が土・日曜日、祝日の場合は、その前の平日）を締切日と
し、翌月1日からの利用となります。
※�4月（年度始め）・7月および夏休みの申し込みについては、
「広報とりで」や市ホームページなどを通じてお知らせし
ます。

　市内各市立小学校に在籍する小学1～6年生の児童
を対象として、学校施設（利用可能教室、別棟教室など）
を利用し、スポーツ・学習や体験活動を通して、放課後
や長期休業時の児童の健全育成を図ることを目的とし
ています。

 問合せ 子ども青少年課

取手市放課後子どもクラブ

　市では、保護者が仕事や看護の理由でお子さんをみる
ことができないとき、一時的にお子さんを預かります。

 問合せ 子育て支援課

一時保育

　地域住民による会員制の子育て支援ネットワークで
す（有料）。子育て中の父母を支援します。保育園・幼稚
園の送迎、習い事の送迎、放課後子どもクラブのお迎
え・預かりなどを保護者にかわって、対応してくれる方
を紹介します。相談・入会は、随時受付します。

登録料 利用会員のみ1,200円

利用時間 6：00～22：00（全日）

受付日時 月～金曜日　9：00～16：00※祝日を除く

利用料金 1時間700円～
※1時間につき200円の助成あり

会員の種類
利用会員…�市内在住、在勤で生後6カ月以上小学生ま

での子どもがいて育児の援助を受けたい方
協力会員…�市内在住で、子育てのお手伝いができる方、

子どもが好きな方（資格・性別不問）
両方会員…�利用会員、協力会員を兼ねる方

 問合せ 福祉交流センター内  74-2088
とりでファミリー・サポート・センター

対象 市内在住の満1歳（どんぐり保育園は満6カ月）か
ら就学前までのお子さん

実施保育所
市立白山保育所  72-4155
　　久賀保育所  83-0433
　　井野なないろ保育所  86-7016
　　永山保育所  78-8925
　　※永山保育所は令和5年度まで休所
私立稲保育園  85-3508
　　たちばな保育園  85-2241
　　たかさごスクール取手  72-1708
　　取手市医師会どんぐり保育園  70-2522
　　藤代駅前ナーサリースクール  86-6801
開設日時
　平日月曜日～金曜日の8：30～17：00（どんぐり保
育園のみ17：30まで）

申込方法
　市立保育所は、利用日の1カ月前から前日までに利
用希望の保育所へ直接お申し込みください。

1時間当たりの利用料
市立　�3歳未満児…300円、3歳以上児150円、給食費1

日250円（4月1日現在の年齢）
私立　�施設に直接お問い合わせください。

※�初めて利用される方は、面接があります。健康保険証と印
鑑・母子手帳を持参してください。私立保育園は、施設にお
問い合わせの上、直接お申し込みください。
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出願時期 毎年3月初旬から5月中旬までの約2カ月
※�募集要項の配布は、毎年2月下旬を予定してい
ます。

児童扶養手当
　対象は、父母の離婚、父母の死亡などで父親または
母親と一緒に生活していない18歳に達した最初の3月
31日までの児童（心身におおむね中度以上の障害があ
る場合は20歳未満）を監護している父親母親、または
父親母親に代わって養育している方です。ただし、一定
以上の所得を得ている方や、公的年金を受けることが
できる方は、支給されない場合があります。

児童手当
　対象は、中学校修了前の児童を養育している方。所得
制限があり、制限限度額を超える所得がある方は、手当
額が変わります。
申請に必要なもの
　来庁者の本人確認ができるもの、口座番号の分かる
もの、個人番号の分かるもの
※その他にも、状況に応じて書類の提出が必要な場合があります。

 問合せ 子育て支援課

子育てで助かる手当

対象 生活保護受給者またはそれに近い生活状態の方

援助の種類
学用品費、通学用品費、給食費（無償提供）、修学旅行費、
校外活動費、新入学用品費または入学準備金、医療費
（学校の健康診断で治療の指示を受けたもの）

手続き方法 全て在学校を通して行ってください。

　経済的理由で就学が困難と認められる児童生徒の保護
者に対し、学用品、給食費など学費の一部を援助します。

 問合せ 学務課

就学援助制度

対象 小児（0歳から18歳まで※中学生と高校生相当年齢
は入院のみ）・妊産婦・母子家庭の母子（配偶者の
いない母と18歳未満の子、および20歳未満の高
校に在学している子、障害のある子）・父子家庭
の父子（母子家庭の母子と同じ）

　市内在住で、短大・大学に入学または在学中で、成績
優秀で品行正しく向学心に富み、学費の支払いが困難
と認められる世帯の学生に奨学金を貸し付ける制度で
す。ただし、ほかの奨学金と併用はできません。

 問合せ 教育総務課

奨学生制度

　医療福祉制度は、小児・妊産婦・母子家庭の母子・父子
家庭の父子が、必要とする医療を容易に受けられるよ
う、健康保険で医療機関にかかった費用の一部を茨城
県と取手市が負担するものです。事前の登録が必要と
なります。
※所得制限があります。

 問合せ 国保年金課

医療福祉制度（マル福）

医療機関などにかかるとき
【茨城県内の医療機関など】
　健康保険証・福医療福祉費受給者証を窓口に提示し
ます。
【茨城県外の医療機関など】
　健康保険証で診療を受け、必ず領収書を受け取り、国
保年金課、藤代総合窓口課、取手支所、取手駅前窓口の
いずれかに、領収書・福医療福祉費受給者証・認印・口座
番号の分かるものを持参し、申請をしてください（有効
期間有り：受診時より5年以内）

自己負担金 小児、妊産婦、母子家庭の母子、父子家庭の
父子の県内医療機関受診の外来自己負担
金は、1医療機関ごとに1日600円、1カ月2
回（1,200円）まで、入院は1日300円、1カ
月3,000円限度に支払います。

医療機関などにかかるとき
【茨城県内の医療機関など】
　健康保険証・ぬくもり医療受給者証を窓口に提示し
ます。
【茨城県外の医療機関など】
　健康保険証で診療を受け、必ず領収書を受け取り、国
保年金課、藤代総合窓口課、取手支所、取手駅前窓口の
いずれかに、領収書・ぬくもり医療受給者証・認め印・口
座番号の分かるものを持参し、申請をしてください（有
効期間有り：受診時より5年以内）

自己負担金 県内医療機関受診の外来自己負担金は、
1医療機関ごとに1日600円、1カ月2回
（1,200円）まで、入院は1日300円、1カ月
3,000円を限度に支払います。

対象 市内在住の0歳から18歳（高校生相当年齢）まで
で、茨城県で行っている医療費助成制度（マル
福）の対象外となる方

　所得制限で医療福祉制度（マル福）が非該当の0歳か
ら18歳（高校生相当年齢）までの小児を対象に、健康保
険で医療機関にかかった費用の一部を取手市が独自に
負担するものです。事前の登録が必要となります。

 問合せ 国保年金課

市ぬくもり医療支援事業
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　親子が一緒に楽しく遊ぶことができる施設で、遊び
を通じて子どもの健全育成を支援します。子どもの年
齢や動きに合わせてベビーエリアをはじめとした四つ
のエリアに分けて遊具を配置しています。保育士によ
る子育て相談も受け付けます。

営業時間 10：00～18：00

休業日 毎週月曜日（祝日の場合は、その翌平日）、年末
年始

利用料 子ども1人につき市内1時間100円�市外150
円、1日フリーパス市内300円市外450円。0歳
6カ月未満児、大人は無料。

問合せ 取手ウェルネスプラザ3階（新町2-5-25）�� 71-2122
キッズプレイルーム

対象 0歳6カ月から小学生までのお子さんとその保護
者または付添人
※お子さんのみの入場はできません。

※�利用者のニーズや状況などを鑑みて、人数制限や1時間総
入替制としています。今後も利用方法に変更が生じること
がありますので、利用前に施設へお問い合わせください。

問合せ 子育て支援課

育児を応援する行政情報サイト「ママフレ」

　お子さんと一緒のお出かけのとき、授乳やおむつ交
換が必要になってあわてた経験はありませんか？
　「子育てに役立つ施設の設備一覧」では、お探しの地
域から市内の授乳室やベビーベッド、おむつ交換ス
ペースが置かれた施設を探すことができます。施設の
連絡先や地図も掲載されているので、外出先でも安心
です。
　ぜひ、ご活用ください。

◀�ママフレ
https://toride-city.mamafre.jp/
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